
(別紙3の2）

平成30年6月13日

東京地方裁判所民事首席書記官殿

東京高等裁判所民事首席書記官宮下一次

知的財産高等裁判所首席書記官小林浩一

「控訴審において， 当審の判決に対する閲覧制限申立てがさ

た場合の連絡について（依頼） 」に対する回答

貴職の平成30年4月17日付け依頼を受けて，東京高等裁判所民事部及び知的

財産高等裁判所としては下記のように運用したいと考えます。

記

1 東京地方裁判所民事部は，事件記録を東京高等裁判所民事部又は知的財産高等

裁判所に送付するに当たり，後に閲覧制限申立てがなされる可能性が見込まれる

場合には，その旨を，事件記録送付時の事務連絡等に記載する。

2依頼書の別紙の2(1)記載の東京地方裁判所民事部における方策は今後も継続す

る。

3東京高等裁判所民事部及び知的財産高等裁判所において，東京地方裁判所民事

部の判決書に対する閲覧制限申立てがされた場合（申立ての範囲が変更されたと

き，決定がされたとき，又は申立てが取り下げられたときを含む）は，

（1）担当書記官は， 申立書写しを訟廷管理官（庶務係）に提供する。

（2）訟廷管理官（庶務係）は， (1)の写しを東京地方裁判所民事訟廷庶務第一係に

対し提供する。

（3）担当部において閲覧制限決定がされたときは，担当書記官は，裁判体に確認

の上， 当該閲覧制限決定書の写しを，訟廷管理官（庶務係）を経由して東京

地方裁判所民事訟廷庶務第一係に提供する。
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